
一
頁

○
総
務
省
令
第
七
十
三
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
号
第
１
注

⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

17

受
信

障
害

対
策

中
継

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
局

の
場

合
(

)
3

放
送

事
項

を
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

記
載

例
何

県
に

お
い

て
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
を

行
つ

て
い

る
放

送
事

業
者

の
放

送
番

組

（

）

（

）

記
載

例
何

県
に

お
い

て
中

波
放

送
を

行
つ

て
い

る
放

送
事

業
者

の
放

送
番

組

（

）

（

）

別
表
第
二
号
の
二
第
１
注
６
⑴
中
「

」
を
削
り
、
同
第
１
注

⑷
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

54M
H

z
を

超
え

18



二
頁

た
だ

し
当

該
無

線
設

備
が

適
合

表
示

無
線

設
備

で
あ

る
場

合
は

記
載

を
要

し
な

い
、

。
別
表
第
二
号
の
二
第
１
注

中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18

超
短

波
放

送
デ

ジ
タ

ル
放

送
を

除
く

を
行

う
地

上
基

幹
放

送
局

受
信

障
害

対
策

中
継

放
送

を
行

う
も

の
(

)

（

）

（

4
。

に
限

る
の

場
合

は
設

備
規

則
別

図
第

２
号

に
お

い
て

当
該

無
線

設
備

に
適

用
さ

れ
る

搬
送

波
の

周
波

数
か

ら
）

。
、

の
差

の
絶

対
値

が
以

上
未

満
の

任
意

の
周

波
数

及
び

と
な

る
周

波
数

に
お

け
る

平
均

電
200kH

z
300kH

z
300kH

z

力
Ｐ

か
ら

の
減

衰
量

の
値

を
記

載
す

る
こ

と
た

だ
し

当
該

無
線

設
備

が
適

合
表

示
無

線
設

備
で

あ
る

場
合

は
記

。
、

載
を

要
し

な
い

。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


